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川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則 ○川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則 

昭和36年３月31日規則第25号 昭和36年３月31日規則第25号

（休業補償を行わない場合） （休業補償を行わない場合） 

第８条の２ 条例第８条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場

合とする。 

第８条の２ 条例第８条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場

合とする。 

(１) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて

刑事施設（少年法（昭和 23 年法律第 168 号）第 56 条第３項の規定により少

年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置されて

いる場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法

廷等の秩序維持に関する法律（昭和 27 年法律第 286 号）第２条の規定によ

る監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 

(１) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受け

て刑事施設（少年法（昭和 23年法律第 168 号）第 56 条第３項の規定により

少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置され

ている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は

法廷等の秩序維持に関する法律（昭和 27 年法律第 286 号）第２条の規定に

よる監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 

(２) （略） (２) （略） 

（略） （略） 

（削除） （審査請求） 

 第16条 条例第17条の規定に基づく審査請求をしようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した文書をもって行なわなければならない。 

 (１) 補償を受けるべき者の本籍、住所、職業（消防団員の場合は所属消

防団名及び階級）氏名、生年月日 

 (２) 災害を受けた日時及び場所 

 (３) 公務災害補償の認定年月日及び通知番号 

 (４) 審査請求の要旨 

 (５) 審査請求の年月日 

 (６) 審査請求人の住所、氏名 

（削除） （決定通知） 

 第17条 市長は、前条の審査請求書を受理したときは、速やかにこれを審査

して公務災害補償審査決定通知書（第16号様式）によりその審査請求人に

通知する。 
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改正後 改正前 

（公務災害補償原簿） （公務災害補償原簿） 

第16条 消防局長又は災害対策本部長の指定する部長は、公務災害補償の実

施の状況を明らかにするため、消防団員等公務災害補償原簿（第16号様式

から第20号様式まで）を備えておかなければならない。 

第18条 消防局長又は災害対策本部長の指定する部長は、公務災害補償の実

施の状況を明らかにするため、消防団員等公務災害補償原簿（第17号様式、

第17号様式の２、第18号様式、第19号様式及び第20号様式）を備えておか

なければならない。 

（委任） （委任） 

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。 第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。 

（略） （略） 

附 則（令和７年５月●日規則第●●号）  

（施行期日）  

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律

第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する

懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁

錮」という。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」とい

う。）の刑の執行のため刑事施設（少年法（昭和２３年法律第１６８号）

第５６条第３項の規定により少年院において刑を執行する場合における当

該少年院を含む。以下同じ。）に拘置されている者に対する改正後の規則

第８条の２第１号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留

の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘

留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者とみなす。 
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改正後 改正前 

第２号様式 第２号様式 

 

公務災害補償認定通知書 

 

川崎市指令消 第  号 

  年  月  日 

         様 

 

川崎市長        

 

 次の災害は、        による災害と認定しましたので通知しま

す。 

発 生 日 時   年  月  日午 
前 

後  時  分頃 

発 生 場 所 
  

被 災 者 

住 所 

(所属消防団)                    

職 業 

(階 級)        氏名          

 

 年 月 日生 

理 由 

 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内に、川崎市長に対して審査請求をすることができます。こ

の処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日(前記の審査

請求をした場合には、当該審査請求についての裁決があったことを知った日)の

翌日から起算して６月以内に、川崎市を被告として(川崎市長が被告の代表者と

なります。)提起することができます。 

公 務 災 害 補 償 認 定 通 知 書 
川崎市指令消 第  号 

  年  月  日 
         様 
 

川崎市長      印 
 

 次の災害は、        による災害と認定しましたので通知しま
す。 

発 生 日 時   年  月  日午 
前 
後 

 時  分頃 

発 生 場 所   

被 災 者 

住 所 
(所属消防団)                    
職 業 
(階 級)        氏名          

 年 月 日生 
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改正後 改正前 

（削除） 第16号様式 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  



5/8 

改正後 改正前 

第16号様式 第17号様式 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第17号様式 第17号様式の２ 

  

（略） （略） 
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